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泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-1 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 
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＜目 次＞ 

 

1. 基本方針 

1.1 適合性の説明 

 

 

2. １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用取止めによ

る影響 

2.1 はじめに 

2.2 変更の概要 

2.3 基準適合性への影響 

 

別紙 泊発電所の固体廃棄物発生量（１号及び２号炉濃縮廃液固化物及び３号炉雑固体廃棄物）

の推定根拠について 

 

別添１ １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止めに関する

経緯 

別添２ １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止めに伴う基

準適合状況の確認対象及び設置変更許可申請書への影響 

別添３ １号及び２号炉並びに３号炉配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

設計方針・設備の相違 

・泊は，第 28 条も関連条文として

抽出されるため。 

記載方針の相違 

・泊は共用取止めの経緯を別添資

料にて説明する方針のため。 

記載方針の相違 

・泊は共用取止めに伴う基準適合

状況の確認対象及び設置変更許

可申請書への影響を説明する方

針のため 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-2 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

＜概 要＞ 

 

1.において，１号炉液体廃棄物処理系の２号炉との共用取止めを踏まえた，設置許可基準規則の要

求事項に対する２号炉における適合性を示す。 

 

2.において，設計基準対処施設について，１号炉液体廃棄物処理系の２号炉との共用取止めに伴

う，設置許可基準規則及び技術基準規則の要求事項に対する２号炉における適合性への影響につい

て説明する。 

 

 

1. 基本方針 

1.1 適合性の説明 

1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.10.1 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25 年 12 月 25 日申請）に係る実用発電用原子炉及

びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合 

 

 

（放射性廃棄物の処理施設） 

第二十七条 工場等には，次に掲げるところにより，通常運転時において放射性廃棄物（実用

炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する施設

（安全施設に係るものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を

十分に低減できるよう，発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力

を有するものとすること。 

二 液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては，放射性物質を処理する施設から液

体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し，及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が

漏えいすることを防止できるものとすること。 

三 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては，放射性廃棄物を処理する過程にお

いて放射性物質が散逸し難いものとすること。 

 

適合のための設計方針 

 

１ 一 について 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理施設は，周辺公衆の線量を合理的に達成できる限

り低く保つ設計とし，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和50年5月13

日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値を達成できるように設計する。 

 

 

気体廃棄物の主なものである空気抽出器排ガスを活性炭式希ガス・ホールドアップ塔に通し排ガ

ス中の放射能を十分減衰させ，監視しながら排気筒から放出する。 

また，他の排気については下記の対策を講じることにより，排気中の放射性物質の低減を図った

後，監視しながら排気筒から放出する。 

 

 

 

 

＜概 要＞ 

 

1. において，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用

取止めを踏まえた，設置許可基準規則の要求事項に対する３号炉における適合性を示す。 

 

2. において，設計基準対象施設について，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファル

ト固化装置の３号炉との共用取止めに伴う，設置許可基準規則及び技術基準規則の要求事項に対す

る３号炉における適合性への影響について説明する。 

 

 

1. 基本方針 

1.1 適合性の説明 

1.12 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

1.12.3 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25年 7月 8日申請）に係る実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則への適合 

 

 

（放射性廃棄物の処理施設） 

第二十七条 工場等には，次に掲げるところにより，通常運転時において放射性廃棄物（実用

炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。以下同じ。）を処理する施設

（安全施設に係るものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を

十分に低減できるよう，発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を処理する能力

を有するものとすること。 

二 液体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては，放射性物質を処理する施設から液

体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止し，及び工場等外へ液体状の放射性廃棄物が

漏えいすることを防止できるものとすること。 

三 固体状の放射性廃棄物の処理に係るものにあっては，放射性廃棄物を処理する過程にお

いて放射性物質が散逸し難いものとすること。 

 

適合のための設計方針 

 

第１項第１号について 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理設備は，周辺公衆の線量を合理的に達成できる限

り低く保つ設計とし，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（昭和 50年 5月

13 日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値を達成できるように設計する。 

 

 

(1) 窒素をカバーガスとする各タンクからのベントガス，各機器からのベントガス等の窒

素廃ガスは，ガス圧縮装置により加圧圧縮し，ガスサージタンクに一時貯留して冷却材

貯蔵タンクのカバーガスとして再利用するが，気体量が余剰となれば活性炭式希ガス

ホールドアップ装置に送り放射能を十分に減衰させた後，換気空調設備のフィルタを通

して放射性物質の濃度を監視しながら排気口から放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

設備の相違 

・泊発電所３号炉は，１号及び２

号炉設置の洗浄排水処理系及び

アスファルト固化装置の共用を

取止めるため。 

 

 

記載表現の相違 

・設置変更許可申請書の構成が異

なる。 

・申請日の相違 

 

記載表現の相違 

・四角枠の外に項題を記載するの

は、泊３号炉の既許可の様式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

・既許可の記載表現 

 

 

 

設計方針の相違 

・BWR と PWR の設備の相違 

・ガスを活性炭式希ガスホールド

アップ装置（塔）で処理する設

計は同じであり、既許可の記載

表現を踏襲。 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-3 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

(1) タービン・グランドのシールには，グランド蒸気発生器の蒸気を使用し，かつ，グランド蒸

気発生器への給水には，復水貯蔵タンク水を使用することにより，グランド蒸気復水器の排ガ

ス中の放射性物質を無視できる程度とする。 

 

 

(2) 原子炉の通常停止時には，原子炉出力及び圧力が低下した後にも，空気抽出器の運転を続行

して，その排ガスを活性炭式希ガス・ホールドアップ塔等で処理することにより，原子炉の起

動時に運転する真空ポンプ排ガス中に含まれる放射性物質を低減する。 

 

 

 

 

(3) 汚染の可能性のある区域からの換気系の排気については，粒子用フィルタで処理することに

より，排気中に含まれる粒子状放射性物質を低減する。 

 

 

 

液体廃棄物処理系は液体廃棄物をその種類に応じろ過，脱塩，蒸発濃縮等適切な処理を行う。機

器ドレン系及び床ドレン・化学廃液系の処理済液は，原則として環境に放出せず，できる限り再使

用する。また，床ドレン・化学廃液系の余剰水及びランドリ・ドレンは，あらかじめ放射性物質濃

度が十分低いことを確認して復水器冷却水放水路へ放出する。 

 

 

 

なお，２号炉と共用することとしていた１号炉の機器ドレン系，床ドレン・再生廃液系，シャ

ワ・ドレン系は共用を取止めることとするが，２号炉の運用に必要な容量及び処理能力を有する設

備を２号炉において設置していること並びに２号炉からシャワ・ドレン廃液は発生しない運用とす

ることから，液体廃棄物の処理能力に影響はない。 

 

 

 

一について 

気体廃棄物処理設備の設計に際しては、原子力発電所の運転に伴い周辺環境に放出する放射性気

体廃棄物による発電所周辺の一般公衆の受ける線量が「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値

に関する指針」（昭和50年5 月13 日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値（50 マイ

クロシーベルト／年）を達成できるように、次のようにろ過、貯留、減衰及び管理等により、周辺

監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる設計とする。 

窒素をカバーガスとする各タンクからのベントガス等の窒素廃ガス及び体積制御タンクからパー

ジされる水素廃ガスは、活性炭式希ガスホールドアップ装置に通し、廃ガス中の放射性物質の濃度

及び量を低減させた後、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出する。 

換気空気は、微粒子フィルタ等を通した後、放射性物質の濃度を監視しながら排気筒から放出す

る。 

また、液体廃棄物処理設備の設計に際しては、原子力発電所の運転に伴い周辺環境に放出する放

射性液体廃棄物による発電所周辺の一般公衆の受ける線量が「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量

目標値に関する指針」（昭和50年5月13日原子力安全委員会決定）において定める線量目標値（50

 

 

 

 

 

 

(2) 体積制御タンクへ水素の連続注入を行う場合のパージガス等の水素廃ガスは，活性炭

式希ガスホールドアップ装置で放射能を十分に減衰させた後，換気空調設備のフィルタ

を通して放射性物質の濃度を監視しながら排気口から放出する設計とする。 

 

 

 

 

(3) 汚染の可能性のある区域からの換気空調設備の排気については，適切なフィルタで処

理することにより，排気中に含まれる放射性物質を低減した後，放射性物質の濃度を監

視しながら排気口から放出する設計とする。 

 

 

(4) 放射性液体廃棄物は，フィルタ，蒸発装置，脱塩塔等で処理することにより，放射性

物質の濃度を合理的に達成できる限り低減できる設計とする。処理後の蒸留水は，試料

採取分析を行い放射性物質の濃度が十分低いことを確認した後に放射性物質の濃度を監

視しながら復水器冷却水の放水口から放出するか，又は再使用する設計とする。 

 

 

 

なお，３号炉と共用することとしていた１号及び２号炉設置の液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄

物処理設備）のうち洗浄排水処理系は共用を取止めることとするが，３号炉の運用に必要な容量及

び処理能力を有する設備を３号炉において設置していることから，液体廃棄物の処理能力に影響は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・BWRとPWRの設備の相違（PWR2次

系は放射性物質を含まず、当該

記載は不要。） 

 

設計方針及び記載表現の相違 

・BWR と PWR の設備の相違 

・ガスを活性炭式希ガスホールド

アップ装置（塔）で処理する設

計は同じであり、既許可の記載

表現を踏襲。 

 

記載表現の相違 

・フィルタで排気を処理する設計

は同じであり、既許可の記載表

現を踏襲。 

 

記載表現の相違 

・液体廃棄物をろ過、蒸発、脱塩

等により処理する設計は同じあ

り、既許可の記載表現を踏襲。 

設計方針の相違 

・設備や運用に相違有り。 

 

設備の相違 

 

 

 

 

【大飯】色識別は省略 

記載表現の相違 

・既許可の記載表現を踏襲。 

記載方針の相違 

・プラントにより、箇条書きと文

章列記の記載有り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較のため「大飯 3，4 号炉：令和 3 年 5 月 19 日許可まで反映：設置変更

許可申請 完本版 添付書類八 P8-1-271～272」より引用 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-4 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

マイクロシーベルト／年）を達成できるように、次のようなろ過、蒸発処理、イオン交換、貯留、

減衰及び管理等により、周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に低減できる

設計とする。 

放射性液体廃棄物は、原則として、フィルタ、蒸発器、脱塩塔等で処理した後、必要期間貯留

し、蒸留水等は再使用するか、又は試料採取分析を行い、放射性物質の濃度が十分低いことを確認

した後、放射性物質の濃度を監視しながら放出する。 

また、その際に発生する濃縮廃液等は、放射性固体廃棄物として処理する。 

 

 

 

 

 

 

一について 

放射性気体廃棄物処理設備の設計に際しては，原子力発電所の運転に伴い周辺環境に放出する放

射性気体廃棄物による発電所周辺の一般公衆の被ばく線量を実用可能な限り低く保つ設計とし，

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」を満足するように，次のようにろ過，

貯留，減衰，管理等を行い，濃度及び量を低減できる設計とする。 

 

(1) 窒素をカバーガスとする各タンクからのベントガス，各機器からのベントガス等の窒素廃ガ

スは，ガス減衰タンクに一定期間貯留して放射能を減衰させた後，放射性物質の濃度を監視し

ながら補助建屋排気筒から放出できる設計とする。 

(2) 体積制御タンクへ水素の連続注入を行う場合にパージされる廃ガスは，水素再結合装置で処

理し，放射性ガスを水素再結合ガス減衰タンクに貯留して放射能を減衰させた後，放射性物質

の濃度を監視しながら補助建屋排気筒から放出できる設計とする。 

(3) 排気空気は粒子用フィルタ等を通した後，放射性物質の濃度を監視しながら補助建屋排気筒

又は格納容器排気筒から放出できる設計とする。 

 

放射性液体廃棄物処理設備の設計に際しては，原子力発電所の運転に伴い周辺環境に放出する放

射性液体廃棄物による発電所周辺の一般公衆の被ばく線量を実用可能な限り低く保つ設計とし，

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」を満足するように，ろ過，蒸発処理，

イオン交換，貯留，減衰，管理等を行い，濃度及び量を低減できる設計とする。 

 

 

１ 二 について 

放射性液体廃棄物の処理施設は，これらの施設からの液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷

地外への管理されない放出を防止するため，次の各項を考慮した設計とする。 

 

(1) 漏えいの発生を防止するため，処理施設には適切な材料を使用するとともに，適切な計測制

御設備を設ける。 

 

 

 

(2) 放射性液体が漏えいした場合には，漏えいを早期に検出し，中央制御室等に警報を発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１項第２号について 

放射性液体廃棄物の処理設備及びこれに関連する設備は，これらの設備からの液体状の放

射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管理されない放出の防止のため，次の各項を考慮し

た設計とする。 

(1) 放射性液体廃棄物の処理設備及びこれに関連する設備は，適切な材料を使用し，かつ

適切な計測制御設備を有し，漏えいの発生を防止できる設計とする。 

 

 

 

(2) 放射性液体廃棄物の処理設備及びこれに関連する設備は，タンク等から漏えいが生じ

たとき，漏えいを早期に検出し，中央制御室に警報を発信する設計とする。 

 

 

 

【大飯】色識別は省略 

記載表現の相違 

・既許可の記載表現を踏襲。 

記載方針の相違 

・プラントにより、箇条書きと文

章列記の記載有り。 

 

 

 

 

【伊方】 

記載表現の相違 

・既許可の記載表現を踏襲。 

記載方針の相違 

・プラントにより、箇条書きと文

章列記の記載有り。（泊は、最後

の文章部分も箇条書きとしてい

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

・島根も泊も、本件の対象が放射

性廃棄物の処理施設であること

から、左記の項目を掲載。 

 

記載表現の相違 

記載表現の相違 

・既許可の記載表現を踏襲。 

 

記載表現の相違 

・適切な材料と計測制御設備によ

り、漏えいの発生を防止する設

計は同じであり、既許可の記載

表現を踏襲。 

記載表現の相違 

・漏えいの早期検出と中央制御室

での警報発信の設計は同じであ

比較のため「伊方 3 号炉：令和 2 年 9 月 16 日許可まで反映：設置変更

許可申請 完本版 添付書類八 P8-1-614～615」より引用 

比較のため「大飯 3，4 号炉：令和 3 年 5 月 19 日許可まで反映：設置変更

許可申請 完本版 添付書類八 P8-1-271～272」より引用 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-5 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

また，処理施設は独立した区画内に設けるか周辺にせき等を設け，漏えいの拡大防止対策を

講じる。 

 

 

(3) 建物外に通じる出入口等にはせき等を設け，建物外への漏えいを防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 敷地外へ管理されない排水を排出する排水路上には施設内部の床面を設けない。 

また，関連する施設内には管理されない排水路に通じる開口部を設けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，放射性液体廃棄物の処理設備及びこれに関連する設備は建屋の床及び壁面に漏えいし

にくい対策を行い，独立した区画内に設けるかあるいは周辺にせき等を設け漏えいの拡大防止

の対策を講ずることにより，放射性液体廃棄物が万一漏えいした場合は，適切に措置できる設

計とする。 

(3) 建屋からの漏えいに対して，建屋外に通ずる出入口等には漏えいすることを防止するための

せき等を設け，かつ，床及び壁面は建屋外へ漏えいしにくい対策を行う設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(4) 管理されない排水が流れる排水路を通じて放射性液体廃棄物が敷地外へ放出されることのな

い設計とする。 

 

 

第１項第３号について 

放射性固体廃棄物の処理設備は，廃棄物の処理過程において放射性物質の散逸等の防止を考慮し

た設計とする。具体的には次のとおりとする。 

(1) 洗浄排水濃縮廃液は，雑固体焼却設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）で焼却処理後ド

ラム缶に詰めて貯蔵保管する設計とする。 

(2) その他の濃縮廃液等は，固化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化し，貯蔵保管す

る。 

(3) 使用済液体用フィルタは，必要に応じてコンクリート等で内張りしたドラム缶に詰めて貯蔵

保管する。 

(4) 布，紙等の雑固体廃棄物は，必要に応じて圧縮又は焼却により減容し，ドラム缶等に詰めて

貯蔵保管する。ドラム缶等に詰めることが不可能なものについては，こん包し貯蔵保管する。 

(5) 使用済樹脂は，使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するものとする。 

これらの処理過程で生ずる粒子等は微粒子フィルタで除去する。 

また，セメント固化装置は独立した区画内に設け，必要に応じて周辺にせきを設ける設計と

する。ベイラ（１号，２号及び３号炉共用，既設）は独立した区画内に設置し，周辺にせきを

設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、既許可の記載表現を踏襲。 

設計方針の相違 

・泊は、さらに床及び壁面に漏え

いしにくい対策を行うことを既

許可で記載。 

記載表現の相違 

・せき等で漏えい防止する設計は

同じであり、既許可の記載表現

を踏襲。 

設計方針の相違 

・泊は、さらに床及び壁面に漏え

いしにくい対策を行うことを既

許可で記載。 

記載表現の相違 

・管理されない排水を敷地外へ出

さないという設計は同じであ

り、既許可の記載表現を踏襲。 

記載方針の相違 

・島根は、共用を取止める設備に

放射性固体廃棄物の処理設備が

含まれないため、「三について」

を掲載していない。 

・泊発電所３号炉は、固体廃棄物

の廃棄設備のうちアスファルト

固化装置についても共用を取止

めるため、掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-6 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

2. １号炉液体廃棄物処理系の２号炉との共用取止めによる影響 

 

 

2.1 はじめに 

１号炉及び２号炉の液体廃棄物処理設備の運用の効率化を図るため，液体廃棄物処理系を共

用しているが，２号炉と共用していた１号炉の機器ドレン系，床ドレン・再生廃液系，シャ

ワ・ドレン系について，２号炉との共用を取止めることから，共用取止めにより基準適合性へ

の影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 変更の概要 

２号炉の発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25 年 12 月 25 日申請）に係る基準適合性の

説明として，以下のとおり変更する。 

 

（変更前） 

液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄物処理系）は，廃棄物の性状に応じて処理するため，機器

ドレン系（１号及び２号炉共用，既設），床ドレン・再生廃液系（１号及び２号炉共用，既

設），床ドレン・化学廃液系（１号及び２号炉共用，既設），ランドリ・ドレン系（１号及び

２号炉共用，既設），シャワ・ドレン系（１号及び２号炉共用，既設）等で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更後の原子炉設置変更許可申請書の文章） 

液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄物処理系）は，廃棄物の性状に応じて処理するため，機器ドレ

ン系（１号及び２号炉共用，既設）， 床ドレン・化学廃液系（１号及び２号炉共用，既設），ラン

2. １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用取止めによ

る影響 

 

 

2.1 はじめに 

１号，２号及び３号炉の洗たく作業の運用効率化を図るため，液体廃棄物処理設備と固体廃

棄物処理設備を共用しているが，３号炉と共用していた１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系

及びアスファルト固化装置について，３号炉に同様の設備を有していること及び３号炉の新規

制基準適合性審査においては，３号炉設置の設備を優先し，１号及び２号炉設置の設備につい

ては，１号及び２号炉の新規制基準適合性に関する審査の中で基準適合性を示すこととしたこ

とから，３号炉との共用を取止める。これらを踏まえ，共用取止めにより基準適合性への影響

がないことを確認する。 

なお，１号及び２号炉の新規制基準適合性審査に係る設置変更許可申請における基準適合性

の説明時には，１号及び２号炉における基準適合性を示した上で，１号，２号及び３号炉共用

として改めて説明する予定である。 
 

2.2 変更の概要 

３号炉の発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25 年 7 月 8 日申請）に係る基準適合性の説明

として，以下のとおり変更する。 

 

（変更前） 

洗浄排水処理系は，洗浄排水タンク（１号，２号及び３号炉共用，既設），洗浄排水蒸発装置

（１号，２号及び３号炉共用，既設），洗浄排水蒸留水タンク（１号，２号及び３号炉共用，既

設）等で構成する。 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備）は，廃棄物の種類に応じて処理又は貯蔵保管

するため，濃縮廃液等のセメント固化装置及びアスファルト固化装置（１号，２号及び３号炉

共用，既設）,圧縮可能な雑固体廃棄物を圧縮するためのベイラ（１号，２号及び３号炉共用，

既設），焼却可能な雑固体廃棄物等を焼却するための雑固体焼却設備（１号，２号及び３号炉共

用，既設），使用済樹脂貯蔵タンク，固体廃棄物貯蔵庫（１号，２号及び３号炉共用，既設）等

で構成する。洗浄排水濃縮廃液は，雑固体焼却設備で焼却処理後ドラム缶詰め又は固化材（ア

スファルト）と混合してドラム缶内に固化し貯蔵保管する。また，その他の濃縮廃液等は，固

化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化し貯蔵保管する。 

 

 

 

 

（変更後） 

洗浄排水処理系は，洗浄排水タンク（３号炉原子炉補助建屋内１号，２号及び３号炉共用，

既設），洗浄排水蒸発装置（１号，２号及び３号炉共用，既設），洗浄排水蒸留水タンク（１

号，２号及び３号炉共用，既設）等で構成する。 
 

 

設備の相違 

 

 

 

 

設備，運用の相違 

・運用効率化を図る対象の相違 

記載表現・設備名称の相違 

記載方針の相違 

・共用取止めの理由を明確化 

設備の相違 

 

記載方針の相違 

・泊は１号及び２号炉の審査時

に，改めて３号炉と共用する方

針である。 

 

設備の相違 

記載表現の相違 

・申請日の相違 

 

記載表現の相違 

設備の相違 

【補足説明】 

左記は、以下の項目の抜粋 

ト.放射性廃棄物の廃棄施設の構造

及び設備 

(ﾛ)液体廃棄物の廃棄設備 

(1)構造 

設備の相違 

・泊発電所３号炉は、固体廃棄物

の廃棄設備のうちアスファルト

固化装置についても共用を取止

める。 

【補足説明】 

左記は、以下の項目の抜粋 

ト.放射性廃棄物の廃棄施設の構造

及び設備 

(ﾊ)固体廃棄物の廃棄設備 

(1)構造 

 

 

記載表現の相違 

設備の相違 

【補足説明】 

ｃ島根 2 号炉の（変更後）記載内容は，変更方針であり、泊 3 号炉の設置変更許可申請

書の文章と比較するため，島根 2 号炉の申請書本文を参考に掲載した。 
 
【参考掲載】 

島根 2 号炉 原子炉設置変更許可申請書（平成 25 年 12 月 25 日申請、令和 3年 9月

15 日許可）のうち令和 3年 5月 10 日補正から抜粋 

ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (2) 液体廃棄物の廃棄設備 (ⅰ) 構造 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-7 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

ドリ・ドレン系（１号及び２号炉共用，既設）等で構成する。 
（変更後） 

１号炉の機器ドレン系，床ドレン・再生廃液系，シャワ・ドレン系の２号炉との共用を取止

める。（以下「共用取止め」という。）なお，２号炉の機器ドレン系，床ドレン・化学廃液

系，ランドリ・ドレン系については，引き続き１号炉と共用をする。 

 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

Ａ．３号炉 

(3) 固体廃棄物の廃棄設備 

(ⅰ)構 造 

固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備）は、廃棄物の種類に応じて処理するため、濃

縮廃液等の乾燥造粒装置（１号、２号、３号及び４号炉共用）及びセメントガラス固化装置

（１号、２号、３号及び４ 号炉共用）、圧縮可能な雑固体廃棄物を圧縮するためのベイラ（１

号、２号、３号及び４号炉共用）、焼却可能な雑固体廃棄物を焼却するための雑固体焼却設備

（３号炉及び４号炉原子炉補助建屋内１号、２号、３号及び４号炉共用）、使用済樹脂貯蔵タ

ンク（３号及び４号炉共用）、固体廃棄物貯蔵庫（１号、２号、３号及び４号炉共用）、蒸気

発生器保管庫（１号、２号、３号及び４号炉共用）等で構成する。 

 

 

 

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

(２)液体廃棄物の廃棄設備 

(ⅰ)構 造 

液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄物処理設備）は，廃棄物の性状に応じて処理するため，主

要なものとしてほう酸回収系，廃液処理系及び洗浄排水処理系（３号炉原子炉補助建屋内１

号，２号及び３号炉共用）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 基準適合性への影響 

(1) 共用取止めによる影響（関連条文：設置許可基準規則第 12 条） 

安全施設である液体廃棄物処理系設備の共用を取止めることから，発電用原子炉施設の

安全性を損なうことはなく，要求事項を満足しており，基準適合性への影響はない。（第

１，２表参照） 

 

(2) 共用取止めによる影響（関連条文：設置許可基準規則第 27 条） 

ａ．１号炉機器ドレン系の共用取止めによる影響 

２号炉で発生する機器ドレン廃液は，２号炉の機器ドレン系設備又は１号炉の機器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備）は，廃棄物の種類に応じて処理又は貯蔵保管

するため，濃縮廃液等のセメント固化装置,圧縮可能な雑固体廃棄物を圧縮するためのベイラ

（１号，２号及び３号炉共用，既設），焼却可能な雑固体廃棄物等を焼却するための雑固体焼却

設備（１号，２号及び３号炉共用，既設），使用済樹脂貯蔵タンク，固体廃棄物貯蔵庫（１号，

２号及び３号炉共用，既設）等で構成する。 

洗浄排水濃縮廃液は，雑固体焼却設備で焼却処理後，ドラム缶に詰めて貯蔵保管する。 

また，その他の濃縮廃液等は，固化材（セメント）と混合してドラム缶内に固化し貯蔵保管

する。 

 

2.3 基準適合性への影響 

(1) 共用取止めによる影響（関連条文：設置許可基準規則第 12条） 

１号及び２号炉設置の洗浄排水タンクを含む洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置

については，共用を取止めた場合であっても，必要な機能は，３号炉設置の洗浄排水処理

系等で確保されることから，安全性への影響はない。（第１，２表参照） 

 

(2) 共用取止めによる影響（関連条文：設置許可基準規則第 27条） 

a. １号及び２号炉設置の洗浄排水処理系の共用取止めによる影響 

３号炉で使用する保護衣類等は，３号炉のほか１号及び２号炉においても洗たくを

行う運用を計画していたが，このうち１号及び２号炉で洗たくを行う運用を取止め，

・島根は「１号炉機器ドレン系の

２号炉との共用を取止め」る一

方、「２号炉機器ドレン系の１号

炉との共用は継続」し、機器ド

レン系の記載は変わらない。 

・洗浄排水タンクは，１号及び２

号炉と３号炉で名称が同じた

め，共用取止めにより，３号炉

設備のみを使用することを明確

に記載する。（伊方３号炉，大飯

３，４号炉と同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

・泊発電所３号炉は、固体廃棄物

の廃棄設備のうちアスファルト

固化装置についても共用を取止

める。 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

記載内容の相違 

・12 条まとめ資料「2.2.3 共用設

備の見直し」の記載をもとに適

正化した。 

設備の相違 

設備，運用の相違 

【参考掲載】大飯３号及び４号炉 原子炉設置変更許可申請書 補正から抜粋 

【参考掲載】伊方３号炉 原子炉設置変更許可申請書 補正から抜粋 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-8 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

ドレン系設備で処理を行っていたが，共用取止めに伴い，２号炉の機器ドレン系設備

のみで処理する。 

 

 

 

平常運転時に２号炉で発生する機器ドレン廃液の推定発生量は約 65m3/d であるが，

２号炉の機器ドレン系設備は第１表に示す容量を有しており，処理可能である。 

また，２号炉の機器ドレン系設備は引き続き１号炉と共用を続けるが，１号炉の廃

液については，１号炉の機器ドレン系設備若しくは２号炉の廃液処理を優先したうえ

で，２号炉の機器ドレン系設備の裕度の範囲で処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従って，１号炉の機器ドレン系設備の共用を取止めることによる，液体廃棄物の処

理能力に影響はない。（第１～４表，第１，２図参照） 

 

 

 

 

 

なお，機器ドレン系設備は，液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管

理されない放出を防止することを考慮した設計としており，設備の変更はないことか

ら共用取止めによる影響はない。（第２，３表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉で使用する保護衣類等は３号炉のみで洗たくを行い，その廃液は３号炉設置の

洗浄排水処理系で処理することから，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系の３号炉

との共用を取止める。 

 

平常運転時に３号炉で使用する保護衣類等の洗たく排水等の推定発生量は約

2,500m3/yであるが，３号炉設置の洗浄排水処理系は第１表に示す容量(約7,440m3/y)を

有しており，処理可能である。 

【３号洗浄排水蒸発装置の年間処理可能容量】 

約 1.7(m3/h)×24(h/d)×365(d/y)×0.5(設計上の設備利用率)＝約 7,440(m3/y) 

また，３号炉設置の洗浄排水処理系は，引き続き１号及び２号炉と共用を続ける

が，１号及び２号炉で使用する保護衣類等の洗たくについては，１号及び２号炉で洗

たくを行う又は３号炉の洗たくを優先したうえで，３号炉設置の洗浄排水処理系の裕

度の範囲で行うものとする。 
１号，２号及び３号炉で使用する保護衣類等を合算した洗たく排水等の推定発生量

は約 4,900m3/y（１号及び２号炉：約 2,400m3/y，３号炉：約 2,500m3/y）であり，３号

炉設置の洗浄排水処理系で処理可能な範囲である。 

 

 

 

 

 

 

 

従って，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系の共用を取止めることによる，洗た

く排水の処理能力に影響はない。（第１～５表，第１～３図参照） 

さらに，液体廃棄物の年間推定放出量（トリチウムを除く）は，１号及び２号炉合

計で約 1.5×1010Bq/y（共用取止め前は約 1.6×1010Bq/y），３号炉で約 1.1×109Bq/y で

あり，液体廃棄物による実効線量の評価に従来から用いている放射性物質の放出放射

能量（１号，２号炉及び３号炉それぞれ 3.7×1010Bq/y（トリチウムを除く））に比べて

十分に小さい値となっているため，線量評価に用いる放出放射能量に変更はない。 

なお，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系並びに３号炉設置の洗浄排水処理系

は，どちらも液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管理されない放出を

防止することを考慮した設計としており，それぞれ別の建屋に設置し１号及び２号炉

と３号炉の設備を接続したものはなく，共用取止め後においても，設備の変更はない

ことから共用取止めによる漏えい防止の設計に影響はない。（第３，４表参照） 

 

 

 

b. １号及び２号炉設置のアスファルト固化装置の共用取止めによる影響 

１号及び２号炉設置のアスファルト固化装置は，１号，２号及び３号炉で使用する

保護衣類等を１号及び２号炉で洗たくした場合に発生する洗たく排水等について１号

及び２号炉設置の洗浄排水処理系で処理した濃縮廃液を固化剤（アスファルト）とと

もにドラム缶内に固化するために用いる計画であった。 

今回，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止

めに伴い，１号及び２号炉設置のアスファルト固化装置は，１号及び２号炉で使用す

る保護衣類等の洗たくで発生する洗たく排水等を処理した濃縮廃液のみを処理する。 

記載表現の相違 

・泊は設置変更許可後に工事認可

を得ていなかったため、実運用

に至っていなかった。 

 

記載表現の相違 

・既許可に記載の単位を踏襲。 

【補足説明】 

・３号炉の推定発生量の値は、１

号及び２号炉との共用前である

建設時許可（平成 15 年７月２日

許可）の添付八に記載の値であ

る。 

設計方針の相違 

・泊３号炉の洗浄排水処理系は、

１～３号炉の保護衣類等の全て

を洗たくして発生する洗たく排

水を処理可能な容量を有してい

る。 

【補足説明】 

・１号，２号及び３号炉合算の推

定発生量の値は、１号及び２号

炉との共用の許可（平成 22 年 11

月 26 日許可）の添付八に記載の

値である。 

設備の相違 

記載方針の相違 

・泊では，液体廃棄物による実効

線量の評価に影響がない旨につ

いても記載。 

 

設備の相違 

設計方針の相違 

・泊は共用で設備を接続していな

いことから、共用取止めに伴い

分離等の設備変更も無いこと

で、従来からの漏えい防止と放

出防止の対策は引続き有効であ

り、影響はないことを記載。 

設計方針の相違 

・泊発電所３号炉は、固体廃棄物

の廃棄設備のうちアスファルト

固化装置についても共用を取止

める。 

・１号及び２号炉の洗浄排水処理

系及びアスファルト固化装置の
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共止-比較表-9 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．１号炉床ドレン・再生廃液系の共用取止めによる影響 

２号炉で発生する床ドレン・化学廃液は，２号炉の床ドレン・化学廃液系※設備又

は１号炉の床ドレン・再生廃液系※設備で処理を行っていたが，共用取止めに伴い，

２号炉の床ドレン・化学廃液系設備のみで処理する。平常運転時に２号炉で発生する

床ドレン・化学廃液の推定発生量は約 30m3/d であるが，２号炉の床ドレン・化学廃液

系設備は第１表に示す容量を有しており，処理可能である。また，２号炉の床ドレ

ン・化学廃液系設備は引き続き１号炉と共用を続けるが，１号炉の廃液については，

１号炉の床ドレン・再生廃液系設備若しくは２号炉の廃液処理を優先したうえで，２

号炉の床ドレン・化学廃液系設備の裕度の範囲で処理する。従って，１号炉の床ドレ

ン・再生廃液系の共用を取止めることによる，液体廃棄物の処理能力に影響はない。

（第１～４表，第１，２図参照） 

また，１号炉の床ドレン・再生廃液系設備及び２号炉の床ドレン・化学廃液系設備

は，液体状の放射性物質の漏えいの防止及び敷地外への管理されない放出を防止する

ことを考慮した設計としており，設備の変更はないことから，共用取止めによる影響

はない。（第２，３表参照） 

なお，サイトバンカ設備（１号，２号及び３号炉共用，既設）で発生する床ドレン

廃液は，これまで１号炉の廃液中和タンクを移送先とし，１号炉の床ドレン・再生廃

液系設備又は２号炉の床ドレン・化学廃液系設備により処理してきたが，移送先を２

号炉の床ドレン・タンクに変更し，２号炉の床ドレン・化学廃液系設備による処理に

見直す。サイトバンカ設備から発生する床ドレン廃液は少量（最大発生量（実績）：

約 2.5m3/d）であり，２号炉から発生する廃液（推定発生量：約 30m3/d）に加えても２

号炉床ドレン・化学廃液系設備で十分に処理できる。従って，共用取止めによる影響

はない。 

 

※：１号炉の床ドレン・再生廃液系及び２号炉の床ドレン・化学廃液系は共に「導電率が

高く脱塩処理に適さない原子炉建物，ドライウェル，タービン建物及び廃棄物処理建物

等の床ドレン・サンプに集めた床ドレン廃液，脱塩器の樹脂再生等で発生する化学廃

液，機器の除染廃液等」を処理する系統。 

 

ｃ．１号炉シャワ・ドレン系の共用取止めによる影響 

１号炉のシャワ・ドレン系設備は，１号炉のチラードレン及び１，２号炉の管理区

域退域時の手洗い時等に発生するシャワ・ドレン廃液を処理する設備であり，これま

で２号炉と共用していたが，管理区域退域時の手洗い運用を既に廃止しており，今

後，２号炉からシャワ・ドレン廃液は発生しないことから，１号炉のシャワ・ドレン

系の共用を取止めることによる影響はない。（第２～４表，第１，２図参照） 

３号炉設置の洗浄排水処理系で発生する洗浄排水濃縮廃液の処理は，１号及び２号

炉設置のアスファルト固化装置を使用しておらず，引き続き洗浄排水濃縮廃液移送容

器で１号及び２号炉と共用する１号及び２号炉設置の雑固体焼却設備に移送し，焼却

処理後，ドラム缶に詰めて貯蔵保管する現状の運用を継続する。 

従って，１号及び２号炉設置のアスファルト固化装置の共用を取止めることによ

る，３号炉の洗たく排水の処理能力に影響はない。（第１～５表，第１～３図参照） 

なお，１号及び２号炉設置のアスファルト固化装置は，廃棄物の処理過程において

放射性物質の散逸等の防止を考慮した設計としており，３号炉の設備と接続したもの

はなく，共用取止め後においても，設備の変更はないことから共用取止めによる３号

炉の散逸防止の設計に影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉との共用化は、設工認の

取得前であるため実運用に至っ

ておらず、現状は左記の内容で

濃縮廃液の処理を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根】 

設計方針・設備の相違 

・泊に比較対象が無いため、着色

識別を省略する。 
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赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 

 

(3) 共用取止めによる影響（関連条文：設置許可基準規則第 28条） 

１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用を取止めること

に伴い，固体廃棄物のうち１号及び２号炉の濃縮廃液固化物の発生量が減少するものの

（変更前：約 342 本（内，洗浄排水の濃縮廃液固化物：約 164 本）⇒変更後：約 307 本

（内，洗浄排水の濃縮廃液固化物：約 80 本）），年間推定発生量については廃棄物処理設備

等の運用によって生じ得る変動を想定して設定（約400本）しており，共用取止めの前後に

おいて変更がない（別紙参照）。運転中の洗浄排水の濃縮廃液固化物の発生量は，約 32 本

となっている。 

また，３号炉は，共用化を取止めないことから，洗浄排水濃縮廃液の焼却灰を含む雑固

体廃棄物の年間推定発生量は約 400本（内，洗浄排水の濃縮廃液の焼却灰：約 4本）で変更

がない（別紙参照）。運転中の洗浄排水の濃縮廃液の焼却灰の発生量は，約１本となって

いる。 

なお，固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵保管能力は約 18,000 本であり，必要に応じて，固体廃棄

物を廃棄事業者の廃棄施設へ廃棄する。 

よって，１号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用を取止

めても，年間推定発生量に変更はなく，固体廃棄物貯蔵庫の放射性固体廃棄物の貯蔵及び

管理に影響はない。また，設置変更許可申請書の記載に変更はない。  

 

以上 

 

 

設計方針・設備の相違 

・泊は，第 28 条も関連条文として

抽出されるため。 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-11 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

第１表 ３号炉液体廃棄物処理設備の主要仕様 

 

(1) 格納容器冷却材ドレンタンク 

基 数  １ 

容 量  約 1.3m3 

材 料  ステンレス鋼 

(2) 冷却材貯蔵タンク 

基 数  ２ 

容 量  約 360m3（１基当たり） 

材 料  ステンレス鋼 

(3) ほう酸回収装置陽イオン脱塩塔 

基 数  １ 

樹脂容量 約 0.57m3 

本体材料 ステンレス鋼 

(4) ほう酸回収装置混床式脱塩塔 

基 数  １ 

樹脂容量 約 0.34m3 

本体材料 ステンレス鋼 

(5) ほう酸回収装置 

基 数  １ 

容 量  約 3.4m3/h 

本体材料 ステンレス鋼 

(6) 補助建屋サンプタンク 

基 数  １ 

容 量  約 10m3 

材料  ステンレス鋼 

(7) 廃液貯蔵ピット 

基 数  ２ 

容 量  約 80m3（１基当たり） 

ライニング材料 ステンレス鋼 

(8) 廃液蒸発装置 

基 数  １ 

容 量  約 1.7m3/h 

本体材料 ステンレス鋼 

(9) 廃液蒸留水脱塩塔 

基 数  １ 

樹脂容量 約 0.57m3 

本体材料 ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-12 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 廃液蒸留水タンク 

基 数  ２ 

容 量  約 80m3（１基当たり） 

材 料  ステンレス鋼 

(11) 洗浄排水タンク（３号炉原子炉補助建屋内１号，２号及び３号炉共用，既

設） 

基 数  ２ 

容 量  約 22m3（１基当たり） 

材 料  ステンレス鋼 

(12) 洗浄排水蒸発装置（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

基 数  １ 

容 量  約 1.7m3/h 

本体材料 耐食耐熱合金鋼 

(13) 洗浄排水蒸留水タンク（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

基 数  ２ 

容 量  約 11m3（１基当たり） 

材 料  ステンレス鋼 

(14) 洗浄排水濃縮廃液タンク（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

基 数  １ 

容 量  約６m3 

材 料  ステンレス鋼 

(15) 洗浄排水濃縮廃液移送容器（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

基 数  １ 

容 量  約１m3 

本体材料 ステンレス鋼 

(16) 酸液ドレンタンク 

基 数  １ 

容 量  約１m3 

材 料  ステンレス鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-13 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 ３号炉固体廃棄物処理設備の主要仕様 

 

(1) 使用済樹脂貯蔵タンク 

基 数  ３ 

容 量  約 70m3（１基当たり） 

材 料  ステンレス鋼 

(2) セメント固化装置 

基 数  １ 

(3) 使用済液体用フィルタ取扱装置 

基 数  １ 

(4) ベイラ（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

基 数  １ 

(5) 雑固体焼却設備（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

基 数  １ 

(6) 固体廃棄物貯蔵庫（１号，２号及び３号炉共用，既設） 

面 積  延約 3,300m2 

容 量  約 18,000 本相当（200L ドラム缶） 

構 造  地上式鉄筋コンクリート造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-14 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

   

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-15 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-16 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-17 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-18 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-19 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-20 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-21 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-22 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-23 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載表現，発電所名称の相違 

・泊も伊方同様に，液体廃棄物の放

出管理目標値（１，２，３号炉合

算）及び実効線量評価に用いる

１，２，３号炉の液体廃棄物の年

間放出量は、泊発電所の推定放出

量を上回る値が設定されているた

め、記載に変更はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較のため「伊方 3 号炉：12 条まとめ資料（最終補正時（平成 27 年

05 月 19 日提出）版）」より引用 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-24 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-25 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-26 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-27 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-28 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-29 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄

排水処理系及び１，２号炉のア

スファルト固化装置の共用を取

止めるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-30 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-31 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-32 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-33 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-34 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-35 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-36 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-37 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-38 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-39 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-40 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-41 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-42 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-43 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-44 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-45 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-46 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-47 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-48 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-49 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-50 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-51 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-52 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-53 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-54 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-55 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-56 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-57 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-58 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-59 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-60 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-61 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-62 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-63 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針の相違 

・泊３号炉は，１，２号炉の洗浄排

水処理系及び１，２号炉のアス

ファルト固化装置の共用を取止め

るため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-64 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 
 

泊発電所の固体廃棄物発生量（１号及び２号炉濃縮廃液固化物 
及び３号炉雑固体廃棄物）の推定根拠について 

 
 

泊発電所１号，２号炉及び３号炉で発生する固体廃棄物のうち，１号及び２号炉の濃縮廃液固化

物及び３号炉の雑固体廃棄物の発生量の推定根拠について，以下に示す。 
 
1. １号及び２号炉の廃液蒸発装置及び洗浄排水処理装置で発生する濃縮廃液固化物（酸液ドレン

固化物を含む。）の量 
(1) 洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用時における年間推定発生量 

a. 濃縮廃液固化物の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 
(a) 濃縮廃液は，200L ドラム缶にアスファルト固化する。 
(b) 洗浄排水の濃縮廃液は，ほう酸濃縮廃液と混合し，固化する。 
(c) 濃縮廃液固化物を製作するための濃縮廃液量は，次のとおり。 

     ・洗浄排水の濃縮廃液固化物：洗浄排水濃縮廃液量  約 0.3 m3/本 
                   ほう酸濃縮廃液量   約 0.35m3/本 
     ・ほう酸の濃縮廃液固化物 ：ほう酸濃縮廃液量   約 0.6 m3/本 

(d)廃液の年間発生量  ：洗浄排水の濃縮廃液量 約 49m3/y 
                    約 49m３/y＝約 4,900m3/y÷100 

 約 4,900：共用時の洗浄排水発生量(m3/y) 
100：洗浄排水処理装置の濃縮倍率 

     ：ほう酸の濃縮廃液量  約 124m3/y             

(e) 洗浄排水の濃縮廃液固化物（200Ｌドラム缶）の発生量 
約 49m３/y÷約 0.3ｍ３/本＝約 164 本/y 

(f) ほう酸の濃縮廃液固化物（200Ｌドラム缶）の発生量 
（約 124m３/y－（約 164 本/y×約 0.35m３/本）※）÷約 0.6m３/本＝約 111 本/y 
 ※：洗浄排水の濃縮廃液固化物として固化されるほう酸濃縮廃液量 

以上より，濃縮廃液固化物(洗浄排水及びほう酸の濃縮廃液固化物)の年間発生量は， 
約 164 本/y＋約 111 本/y＝約 275 本/y 

      と推定する。 
 
b. 酸液ドレン固化物の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 

(a) 酸液ドレンは，200Ｌドラム缶にセメント固化する。 
(b) 酸液ドレンの年間発生量： 約 6  m３/y 
(c) 酸液ドレンの充てん量 ： 約 0.09m３/本 
以上より，酸液ドレン固化物の年間発生量は， 
約 6m３/y÷約 0.09m３/本＝約 67 本/y 

     と推定する。 
 
 
 
 

 

 

 

設計方針・設備の相違 

・泊は，第 28 条も関連条文として

抽出されるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-65 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
c．濃縮廃液固化物（酸液ドレン固化物を含む。）の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 

洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用時における濃縮廃液固化物

（酸液ドレン固化物を含む。）の年間推定発生量は，濃縮廃液固化物約 275 本/y＋酸液ドレ

ン固化物約 67 本/y＝約 342 本/y であり，廃棄物処理設備等の運用上の変動を考慮して約

400 本としている。 
 

(2) 洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用取止め後の年間推定発生量 
a. 濃縮廃液固化物の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 

 濃縮廃液固化物の年間発生量を推定するための条件は，(1)a.の(a)～(c)と同じ。 
(a) 廃液の年間発生量 ： 洗浄排水の濃縮廃液量 約 24m３/y 

  約 24m３/y＝約 2,400m3/y÷100 
約 2,400：共用取止め後の洗浄排水発生量(m3/y) 

 100 ：洗浄排水処理装置の濃縮倍率 
： ほう酸濃縮廃液量 約 124m３/y 

(b) 洗浄排水の濃縮廃液固化物（200Ｌドラム缶）の発生量 
約 24m３/y÷約 0.3m３/本＝約 80 本/y 

(c) ほう酸の濃縮廃液固化物（200Ｌドラム缶）の発生量 
（約 124m３/y－（約 80 本/y×約 0.35m３/本））÷約 0.6m３/本＝約 160 本/y 

以上より，濃縮廃液固化物(洗浄排水及びほう酸の濃縮廃液固化物)の年間発生量は， 
約 80 本/y＋約 160 本/y＝約 240 本/y 

      と推定する。 
 

b. 酸液ドレン固化物の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 
（１）と同様，約 6m３/y÷約 0.09m３/本＝約 67 本/y と推定する。 

 
c．濃縮廃液固化物（酸液ドレン固化物を含む。）の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 

洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用取止め後の濃縮廃液固化物

（酸液ドレン固化物を含む。）の年間推定発生量は，濃縮廃液固化物約 240 本/y＋酸液ドレ

ン固化物約 67 本/y＝約 307 本/ｙであり，廃棄物処理設備等の運用上の変動を考慮して約

400 本としている。 
2. ３号炉の雑固体廃棄物（洗浄排水蒸発装置の濃縮廃液及び焼却灰を含む。）の量 

(1) 現状（３号炉設置の洗浄排水処理系の１号及び２号炉との共用時）の年間推定発生量 
a. 可燃性雑固体の焼却灰の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 

約 850 本/y÷約 40＝約 22 本/y 
（根拠） 

約 850 本/y：泊発電所１号及び２号炉の焼却灰のドラム缶の発生量の実績（平成 5
～11 年度の平均発生量）約 14 本に，雑固体焼却設備の可燃物雑固体

減容比約 40 倍及び 1.5 倍の余裕を見た。 
約 40      ：雑固体焼却設備の可燃物雑固体の減容比 

 
b. 不燃性雑固体廃棄物等の年間推定発生量（200Ｌドラム缶相当） 

１号及び２号炉の不燃性雑固体廃棄物等の発生量の実績（平成 5～11 年度の平均発生

量）約 171 本（不燃性雑固体＋使用済換気用フィルタ等）に２倍の余裕を見て約 350 本

/y と推定する。 
 

 

設計方針・設備の相違 

・泊は，第 28 条も関連条文として

抽出されるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-66 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

c. 洗浄排水の濃縮廃液の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 
約 15m３/y÷約 40÷約 0.1m３/本＝約 4 本/y 

（算定式：洗浄排水の濃縮廃液量） 
・約 15m3/y＝約 4,900m3/y×約 30ppm÷10,000ppm 

※ 約 4,900 ：洗浄排水処理系共用時の年間の洗浄排水発生量(m3/y) 
 約 30  ：洗浄排水の塩化物イオン濃度(ppm) 
 10,000 ：洗浄排水蒸発装置の塩化物イオン濃縮濃度(ppm) 

・約 40    ：雑固体焼却設備の可燃物雑固体の減容比 
・約 0.1m３ ：ドラム缶への充てん量（200Ｌドラム缶の 50％容量） 

 
ｄ．雑固体廃棄物の年間推定発生量（200Ｌドラム缶） 

雑固体廃棄物の年間推定発生量は，可燃性雑固体の焼却灰約 22 本/y＋不燃性雑固体約

350 本/y＋洗浄排水の濃縮廃液約 4 本/y＝約 376 本/y であり，廃棄物処理設備等の運用上

の変動を考慮して約 400 本/y としている。 
 

(2) 洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の３号炉との共用取止め後の年間推定発生量 
共用取止め後も３号炉で処理する洗浄排水処理系の年間推定発生量は変更がないことか

ら，雑固体廃棄物の年間推定発生量は，（１）と同様，約 376 本/y であり，廃棄物処理設

備等の運用上の変動を考慮して約 400 本/y としている。 
 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計方針・設備の相違 

・泊は，第 28 条も関連条文として

抽出されるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-67 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は共用取止めの経緯を別添資

料にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-68 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は共用取止めの経緯を別添資

料にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-69 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は共用取止めに伴う基準適合

状況の確認対象及び設置変更許

可申請書への影響を説明する方

針のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-70 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 

 
 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-71 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-72 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-73 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-74 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-75 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-76 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-77 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-78 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泊発電所３号炉 ＤＢ基準適合性 比較表 
1 号及び２号炉設置の洗浄排水処理系及びアスファルト固化装置の共用取止め 

共止-比較表-79 

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違） 
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

島根原子力発電所２号炉 泊発電所３号炉 相違理由 

 
 

 

 

 

 

 

記載方針の相違 

・泊は関連設備の配置を別添資料

にて説明する方針のため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


